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○殿本マリ子委員長 

 ただいまから文教民生常任委員会を開会

します。 

 本委員会に付託されました事件は、御配

付しております付託事件のとおりです。 

 審査の方法は、議案番号順に審査するこ

ととしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのように進めさせていただ

きます。 

 まず、議案第86号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○津田伸一子ども家庭応援部長 

 議案書の21ページをお願いいたします。

議案第86号岸和田市乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定につきまして御説明申し上げます。 

 本条例の制定理由でございますが、子ど

も・子育て支援法等の一部を改正する法律

による児童福祉法の一部改正に伴い、乳児

等通園支援事業の設備及び運営については

市町村の条例で定めることとされたことか

ら、条例を制定するものでございます。 

 それでは、条例の概要につきまして御説

明申し上げます。23ページをお願いいたし

ます。 

 第１条は、この条例制定の趣旨について

定めております。 

 第２条及び第３条は、乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準、事業者等

について定めております。 

 附則といたしまして、この条例は令和８

年４月１日から施行することとしておりま

す。 

○殿本マリ子委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○田中市子委員 

 今回の条例案にある岸和田市乳児等通園

支援事業について質問いたします。 

 乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰

でも通園制度の概要について、まずお答え

ください。 

○松阪正純子育て施設課長 

 今回、乳児等通園支援事業、いわゆるこ

ども誰でも通園制度ですけれども、こちら

は国のこども未来戦略に基づきまして、子

ども・子育て支援法によります新たな給付

といたしまして、令和８年度から全国の自

治体において実施されるものになっており

ます。 

 事業の目的といたしましては、全ての子

供の育ちを応援し、子供の良質な成育環境

を整備するとともに、全ての子育て家庭に

対しまして、多様な働き方やライフスタイ

ルに関わらない形での支援を強化するため

のものとされております。 

 具体的には、生後６か月から満３歳未満

の保育所や認定こども園に通っていない未

就園のお子様を対象に、一定時間の範囲内

で、保護者の就労要件を問わず通園できる

制度となっております。 

○田中市子委員 

 認定こども園等に通っていない子供を対

象にした通園の制度としては、本市では既

に一時預かり事業を実施しておりますが、

その違いは何でしょうか。 

○松阪正純子育て施設課長 

 児童を一時的に預かるという点では同じ

でございます。ただ、事業の目的が異なっ

ておりまして、一時預かり事業につきまし

ては、就労、冠婚葬祭、リフレッシュなど、

保護者の立場からの必要性に基づきまして

実施されるのに対しまして、今回の乳児等

通園支援事業につきましては、子供の育ち

を支援することが主な目的、内容となって

おります。 
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 また、一時預かり事業につきましては、

実施、未実施につきましては自治体の判断

となりますが、乳児等通園支援事業につき

ましては、全ての自治体での実施が義務づ

けられております。これらが相違点となり

ます。 

○田中市子委員 

 保護者の必要性か子供の育ちのためかと

いう理念の違いと、今回の乳児等通園支援

事業は国の事業として全自治体で実施しな

ければならないという点が違うとのことで

した。 

 必ず来年４月にはスタートしなければな

らないということになりますが、実施に向

けてのスケジュールはどのようになってい

るか、お答えください。 

○松阪正純子育て施設課長 

 令和８年４月からの実施に向けまして、

今後、施設の認可、確認などを定めました

規則の制定のほか、事務フローの整理、ま

た、市民への周知、認定申請の受付け、支

給認定証の交付、こういったものが今後必

要になってきます。 

○田中市子委員 

 ４月スタートとなると、なかなかタイト

なスケジュールです。また、施設の認可と

か市民からの申請への対応など、実務もな

かなか大変かと思います。同時に、こども

誰でも通園制度という通称のほうが先行し

ておりまして、誰でも簡単に利用できるよ

うな誤解も生みやすいかなと思います。利

用できる時間数であったりとか、６か月か

ら満３歳未満しか対象ではないことや、事

前の面談が必要であることなど、制度の詳

しい内容や利用方法について、分かりやす

く丁寧な情報提供が必要になってくると思

いますので、その点も併せてよろしくお願

いいたします。 

 また、こども誰でも通園制度について、

試行も行われているというふうに聞いてお

りますので、全国的な取組状況はいかがで

しょうか。また、本市では今後、４月から

スタートして、実際にこども誰でも通園制

度を実施する施設はあるのか、この辺りに

ついてお答えください。 

○松阪正純子育て施設課長 

 国では、先ほどもお伝えしましたけれど

も、令和８年度からの本格実施に向けまし

て、令和６年度と令和７年度の分につきま

して試行的事業として取り組んでいるとこ

ろでございます。全国では、８月現在です

けれども、259の自治体で実施予定でありま

して、府内では、大阪市、堺市、豊中市な

ど14自治体で試行的事業が実施予定でござ

います。 

 続きまして、本市での今後の状況ですけ

れども、まず公立施設２か所と、また、実

施を希望する民間園での実施を検討してい

るところでございます。 

○田中市子委員 

 全国の自治体数であったりとか府下の自

治体数からすると、試行に取り組んだとこ

ろは非常に少ないなと感じます。必要性が

あって、待たれていたような事業なら、も

っと多くが取り組んでいたのではないかな

というふうに思うところです。 

 こども家庭庁は、2024年度の試行事業実

施自治体、また事業者、保護者を対象にし

た調査研究を行っており、今年３月にその

報告書が公表されております。それによる

と、国基準の月当たりの利用時間上限は月

10時間ですが、それを超えての利用が

35.9％あったとのことです。保護者からは、

利用時間が短いと。保育者からは、時間が

短いため子供が環境に慣れることが難しい、

子供の様子や特徴を把握することが難しい

というような声が多く、この理念とされて

いる子供の育ちのためということからは乖
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離したものになっているのではないかなと

感じます。 

 また、保育者の７割は、子供や保護者に

かける事案とか労力が増えたと。また４分

の１は、日々の業務負担が増え、子供と向

き合う時間が減っているなどと訴えており

ます。こういった中で、でも国が実施する

のが義務とされておりますので、４月から

スタートするわけですが、こども誰でも通

園制度の実施に当たっては、何よりも児童

の安全が重要だと思います。その点につい

てはいかがでしょうか、お答えください。 

○松阪正純子育て施設課長 

 実施に当たりましては、保育士の配置基

準、施設の設置基準など、当然にこれらを

遵守する必要がございます。児童の安全、

当然これは第一となってきますことから、

実際の児童の受入れ時期に当たりましては、

施設の運営状況も加味しながら、適宜判断

してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○田中市子委員 

 こども誰でも通園制度に向けた議論では、

当初は一時預かりの強化と普及、こういっ

たことをどう進めていくかというのが国で

も出発点であったようです。ところが、そ

れが後景に押しやられた形になってしまい、

今回のこども誰でも通園制度の実施になっ

たようであります。 

 本市では既に一時預かりの制度があって、

そして、これが市民の中にも一定定着して

おり、利用希望も多く、なかなか利用した

くてもできないぐらいだと、もっと多くの

園で実施できないかというような声もあっ

たところであります。私たち日本共産党議

員団も議会でその充実を要望してきたとこ

ろであります。本市のような自治体では、

一時預かりをより充実させていくことこそ

が求められるものだったのではないかなと

いうふうに感じております。 

 とはいえ、国の制度として実施が必須と

なった乳児等通園支援事業、まずは安全が

十分に守られるようにということを要望し

て、質問を終わります。 

○殿本マリ子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第86号の質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第92号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○田中貞行消防長 

 議案書71ページをお願いいたします。議

案第92号岸和田市火災予防条例の一部改正

につきまして御説明申し上げます。 

 改正の理由につきましては、令和７年２

月26日に発生した大船渡市林野火災の教訓

を踏まえた消防防災対策の推進に際し、林

野火災注意報や林野火災警報の的確な発令

等による林野火災予防の実効性の確保等を

図ることから、関係する規定の整備を図ろ

うとするもののほか、その他所要の規定の

整備を図ろうとするものでございます。 

 内容につきましては、議案書73ページを

お願いいたします。 

 第29条におきまして、火災に関する警報

は消防法第22条第３項に規定するものであ

ることを明確に規定することとしました。 

 続きまして、第29条の８において、市長

は、林野火災の予防に関する注意報を発す

ることができることとするとともに、当該

注意報が発せられたときは、本市の区域内

にある者は、火の使用の制限に従うよう努

めなければならないこととしたほか、林野

火災発生の危険性を勘案して、当該火の使

用の制限に関し、努力義務の対象となる区

域を指定することができることとしました。 

 さらに第29条の９として、市長は、林野
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火災の予防を目的として火災に関する警報

を発したときは、林野火災の発生の危険性

を勘案して、火の使用の制限の対象となる

区域を指定することができることとしまし

た。 

 また、第47条では、消防長は、火災と紛

らわしい煙等を発生するおそれのある行為

等について、それぞれ届出の対象となる期

間及び区域を指定することができることと

したほか、火災と紛らわしい煙または火炎

を発するおそれのある行為にたき火が含ま

れていることを明確に規定することとしま

した。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、

一部を除き、令和８年１月１日から施行す

ることとしています。 

○殿本マリ子委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○岩﨑雅秋委員 

 連日、山火事が報道されていて、重要な

条例の一部改正と考えています。 

 まず、注意報と警報、２つありますが、

その発令基準をお示しください。 

○小口修平予防課長 

 林野火災注意報がどのような場合に発令

されるかという御質問についてお答えしま

す。 

 林野火災の予防上、注意を要する気象に

なった場合に発令することとしています。

具体的には、前３日間の合計降水量が１ミ

リメートル以下、かつ、前30日間の合計降

水量が30ミリメートル以下、または、前３

日間の合計降水量が１ミリメートル以下、

かつ、乾燥注意報が発表されている場合に

注意報を発令することを考えています。 

 林野火災に関する警報に関しましては、

林野火災の予防上、危険な気象状況になっ

た場合に発令することとしています。具体

的には、林野火災注意報の発令基準に該当

する場合であって、かつ、強風注意報が発

令されている場合に発令することを考えて

います。 

○岩﨑雅秋委員 

 では、その罰則規定はあるのでしょうか。 

○小口修平予防課長 

 この火の使用制限に従わない場合の罰則

規定はもう既にある規定でございますけれ

ども、林野火災警報を含む火災警報の発令

時に火の使用制限に違反した者については、

30万円以下の罰金または拘留の罰則、これ

は消防法で科せられる規定でございます。

林野火災注意報の発令時においては、火の

使用の制限に努めていただく、努力義務と

なっております。 

○岩﨑雅秋委員 

 山林は他市と地続きでありますので、本

市だけ改正しても効果は薄いと考えており

ます。近隣他市とも同じようなこの内容で

一部改正を今回するのかどうか、お答えく

ださい。 

○小口修平予防課長 

 和泉葛城山系でつながります和泉市や貝

塚市も今回の12月議会で同様の条例改正を

実施すると聞いております。また、今般の

条例改正に先立ちまして、近隣消防本部と

会議を行い、発令基準の気象条件であると

か、実際に発令する前に情報を共有するこ

とについて確認しております。また、市境

界を接する和歌山県の消防本部とも情報交

換しながら進めています。 

○岩﨑雅秋委員 

 実際に山火事が発生したときの他市との

連携も含めた強力な体制づくりを要望し、

終わります。 

○殿本マリ子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 
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 それでは、議案第92号の質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第93号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○池内正彰生涯学習部長 

 議案書の75ページをお願いいたします。

議案第93号岸和田市立公民館及び青少年会

館の設置、管理等に関する条例の一部改正

につきまして御説明申し上げます。 

 改正の理由ですが、岸和田市立公民館及

び青少年会館再編第１期実施計画に基づき、

高齢者ふれあいセンター朝陽の施設を更新

した後にふれあい光陽公民館を設置し、当

該センターと光陽地区公民館の機能を集約

させることとしたほか、施設の老朽化等に

伴い、久米田青少年会館を廃止することと

したことから、関係する規定の整備を図ろ

うとするものです。 

 改正の内容につきましては、77ページを

お願いいたします。 

 第２条の表及び別表第１項の表の久米田

青少年会館の項を削除するとともに、光陽

地区公民館の項をふれあい光陽公民館に改

め、それに伴い、位置及び室名、使用料を

変更いたします。 

 附則といたしまして、この条例は令和８

年４月１日から施行することとし、岸和田

市立高齢者ふれあいセンター条例について

は廃止することとしたほか、所要の経過措

置を講ずることとするものです。 

○殿本マリ子委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○海老原友子委員 

 光陽地区公民館の機能集約については、

住民の理解とかの上で進められていること

は理解しているんですが、久米田青少年会

館の閉館についてはいろいろ意見があった

とお聞きしていますが、この件についても

経過とかを教えていただけたらと思います。 

○長谷川真紀生涯学習課長兼市立公民館長 

 久米田青少年会館の閉館につきましても、

地元の皆様と協議を重ねまして、御賛同い

ただいたところでございます。 

○海老原友子委員 

 今まで久米田青少年会館を利用された方

は、今後どのような活動というか、その辺

の不都合とかということは、もう全く心配

なくということでよろしいんでしょうか。 

○長谷川真紀生涯学習課長兼市立公民館長 

 第１期実施計画書にもございますように、

久米田青少年会館の機能の集約は、山直市

民センター内にございます山直地区公民館

への機能集約ということを目指しておりま

したので、利用者の皆様につきましても説

明会等を実施させていただきまして、山直

地区公民館に新しい活動の場を移していた

だくということで皆様の御了解を頂いてお

ります。 

○海老原友子委員 

 分かりました。 

○殿本マリ子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第93号の質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第103号の審査に入ります。 

 議案の説明を求めます。 

○池内正彰生涯学習部長 

 議案書103ページをお願いいたします。議

案第103号指定管理者の指定について、岸和

田市立体育館・運動広場等、生涯学習部か

ら御説明いたします。 

 施設の名称は岸和田市立体育館・運動広

場等で、指定の相手方はきしわだホッとパ

ークパートナーズ、指定の期間は令和８年

４月１日から令和13年３月31日までの５年

間といたしたいものでございます。 
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 各施設は、市民のスポーツ及びレクリエ

ーションの振興を図り、健康及び体力の増

進に資するために設置するもので、そのう

ち岸和田市立体育館については、総合体育

館、中央体育館の２施設、運動広場等につ

いては、牛ノ口公園運動広場、久米田公園

運動広場、葛城運動広場、春木運動広場、

八木運動広場の５施設と、牛ノ口公園テニ

スコート、野田公園テニスコート、春木台

場テニスコート、葛城テニスコートの４施

設となります。 

 また、今回の公募に当たりましては、建

設部公園緑地課所管の中央公園や浜工業公

園、南公園と併せて実施した結果、３事業

者から応募があり、岸和田市指定管理者審

査委員会での選定結果を受け、きしわだホ

ッとパークパートナーズを指定管理者候補

者として決定したものです。 

 なお、指定管理者候補者の概要について

は、御配付しております資料のとおりです。 

○殿本マリ子委員長 

 説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○昼馬光一委員 

 今回の募集では３事業者からの応募があ

ったということですが、指定の相手方であ

るきしわだホッとパークパートナーズにつ

いて、どのような事業者の構成なのか、お

答えください。 

○仲村英二スポーツ振興課長 

 きしわだホッとパークパートナーズにつ

きましては、住友林業緑化株式会社、美津

濃株式会社、ミズノスポーツサービス株式

会社、株式会社サクセスの４つの事業者で

構成されているところです。 

○昼馬光一委員 

 スポーツ施設の管理について、現在の指

定管理者と事業者の構成は変わるのでしょ

うか。 

○仲村英二スポーツ振興課長 

 スポーツ施設の管理につきましては、主

に現在の指定管理者でもあります美津濃株

式会社とミズノスポーツサービス株式会社

が引き続き行うことになっております。 

○昼馬光一委員 

 それでは、スポーツ施設の管理について、

お答えできる範囲で構いませんが、今回の

事業者提案はどのような内容だったのでし

ょうか。 

○仲村英二スポーツ振興課長 

 事業者からの提案につきましては、スポ

ーツ施設と公園施設の各種サービスを一体

化した専用のホームページの作成であった

り、新たなユーチューブチャンネルの開設

のほか、様々なスポーツの運動解析ができ

るＡＩカメラの導入であったり、さらには

最新のトレーニングマシンへの入替えや個

別指導による取組などが提案されていると

ころです。 

○昼馬光一委員 

 いずれにしても、使用者側に立った対応

を要望いたしまして、私の質問を終わりま

す。 

○殿本マリ子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 それでは、議案第103号の質疑を終結しま

す。 

 以上で付託議案の質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありま

せんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

 討論なしと認めます。 

 直ちに付託議案を採決します。 

 議案第86号、議案第92号、議案第93号及

び議案第103号の以上４件につきまして、原

案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 
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 御異議ないようですので、本各件は原案

を可とすることに決しました。 

 最後に、委員会の報告はいかがいたしま

しょうか。 

   〔「正副委員長に一任」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただきま

す。 

 以上で文教民生常任委員会を閉会いたし

ます。 

（以 上） 


